
主　　　　　文

被告人Ａ及び同Ｂをそれぞれ懲役３年に，被告人Ｃを懲役２年６月に処す
る。
この裁判が確定した日から，被告人Ａ及び同Ｂに対し各５年間，被告人Ｃに
対し４年間，それぞれその刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人３名の連帯負担とする。

理　　　　　由
（罪となるべき事実）
第１　被告人Ａは，大阪市天王寺区筆ヶ崎２番８号に本店を置く信用組合関
西興銀（以下「関西興銀」という。）の代表理事会長として，関西興銀にお
ける資金の貸付け，債権保全及び回収等の業務全般を統括するとともに，関
西興銀の組合員で，奈良県ａ郡ｂ村所在のゴルフ場「ｃ」の経営等を業とす
るｄ株式会社（以下「ｄ」という。）の取締役会長として同会社の資金繰り
等その業務全般を実質的に統括していたもの，被告人Ｂは，平成７年１１月
２８日から同１０年４月２２日までの間は，関西興銀副理事長として関西興
銀代表理事理事長Ｄらを補佐して関西興銀の資金貸付け等の業務を遂行し，
同月２３日からは，関西興銀代表理事理事長として，被告人Ａとともに関西
興銀における上記業務全般を統括，掌理していたもの，被告人Ｃは，平成３
年１０月１９日から同１０年４月２２日までの間は，関西興銀専務理事とし
て，同月２３日からは，関西興銀代表理事副理事長として，上記Ｄ及び被告
人Ｂらを補佐し，関西興銀の資金貸付け等の業務を遂行していたものである
が，ｄに対し，上記「ｃ」の会員から「施設利用預り金」の据置期間満了に
伴う返還請求が相次ぎ，ｄにおいてその返還資金に多額の資金が必要となる
や，関西興銀からｄに対して不正に貸し付けようと企て，ｄ代表取締役Ｅら
と共謀の上，被告人らにおいて，関西興銀の業務として組合員に対する貸付
けを行うに当たっては，法令，定款等の規定を遵守することはもとより，貸
付先の財政状態，経営成績及び信用程度などを精査して貸付けの当否を慎重
に検討した上，十分な担保を徴求するなどして貸付金の安全確実な回収のた
めの適切な措置を講じ，関西興銀に損害を加えることのないように誠実にそ
の職務を遂行すべき任務があるのに，ｄ及び被告人らの利益を図る目的で上
記任務に背き，ｄが平成３年から毎年経常赤字を計上し，その経営成績が劣
悪で，著しい債務超過の状態にあり，関西興銀からの借入金を約定どおり返
済する能力がないことを知りながら，その貸付金の回収を確実にするための
十分な担保を徴求することなく，他にその安全確実な回収をするための適切
な措置を講ずることもないまま，別表記載のとおり，平成９年９月２４日こ
ろから同１１年３月２９日ころまでの間，前後３３回にわたり，関西興銀か
らｄに対し，施設利用預り金返還資金等として合計５１億３２４０万円を上
記関西興銀本店のｄ名義の預金口座に振り替えて貸し付け，その回収を著し
く困難にさせ，もって関西興銀に対し，上記貸付金相当額の損害を負わせた
第２　被告人Ｂは，第１記載のとおり平成１０年４月２３日から関西興銀代
表理事理事長であったもの，分離前の相被告人Ｆは，同年６月２２日から，
大蔵省近畿財務局理財部上席金融証券検査官として勤務し，信用協同組合等
の金融機関に係る業務及び財産に対する検査の実施，同検査を実施する金融
証券検査官の事務の整理などの職務を担当し，さらに，平成１１年７月１日
からは，同部審査業務課上席金融証券検査官として，上記職務に加え，同検
査後の検査結果の審査及び同検査結果の各金融機関に対する通知などの職務
を担当していたものであるところ，被告人Ｂは，関西興銀本店企画部長であ
ったＧ及び同理事融資部長であったＨと共謀の上，平成１１年度に実施が見
込まれていた近畿財務局理財部金融証券検査官による関西興銀への資産及び
業務の検査に関し，その検査時期・検査体制・検査内容等の検査情報及び対
応策を教示したことの謝礼並びに将来も同様の便宜な取り計らいを受けたい
との趣旨の下に，分離前の相被告人Ｆに対し，
１　同月２２日，大阪市ｅ区ｆ丁目ｇ番ｈ号所在の「ｉ」店内及びその付近
において，１人当たり１万１４８４円相当の酒食の饗応をするとともに，全
国共通商品券（５万円相当）を供与し，



２　同年８月２４日，同市ｅ区ｊ町ｋ番ｌ号所在の飲食店「ｍ」店内におい
て，１人当たり１万８６３３円相当の酒食の饗応をするとともに，現金２０
万円を供与し，
もって，それぞれ上記Ｆの職務に関して賄賂を供与した
ものである。
（法令の適用）
　被告人３名の判示第１の所為は，それぞれ包括して刑法６０条，２４７条
に，被告人Ｂの判示第２の１，２の各所為は，いずれも同法６０条，１９８
条に，それぞれ該当するところ，被告人３名の判示第１の各所為及び被告人
Ｂの判示第２の１，２の各所為につき，各所定刑中いずれも懲役刑を選択
し，被告人Ａにつき，その所定刑期の範囲内で，被告人Ｂにつき，以上は同
法４５条前段の併合罪であるから，同法４７条本文，１０条により最も重い
判示第１の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で，それぞれ懲役３年に
処し，被告人Ｃにつき，その所定刑期の範囲内で懲役２年６月に処し，情状
により同法２５条１項を適用して，この裁判確定の日から，被告人Ａ及び同
Ｂに対し各５年間，被告人Ｃに対し４年間，それぞれその刑の執行を猶予
し，訴訟
費用については，刑訴法１８１条１項本文，１８２条により被告人３名に連
帯して負担させることとする。
（量刑の理由）
１　本件の背景及び犯行の経緯等
　(1)　被告人３名の地位及び関西興銀について
　関西興銀の前身である信用組合大阪興銀は，在阪の在日韓国人のための金
融機関として，昭和３０年に設立され，在日韓国人らのための金融機関とし
て在日韓国人社会の中で重要な役割を果たしてきた。被告人Ａは，昭和３１
年５月，２代目理事長に就任し，以後，約３５年間にわたり理事長職にあっ
たが，平成３年５月に，長男であるＤに理事長職を譲り，その後は代表理事
会長であった。被告人Ｂは，昭和４１年３月，大阪興銀に入組し，平成７年
１１月には副理事長に，平成１０年４月には，理事長に就任しており，被告
人Ｃは，昭和３７年３月，大阪興銀に入組し，平成１０年４月に代表理事副
理事長に就任した。大阪興銀は，昭和６２年１２月には，信用組合としての
預金量全国１位になるなど，大型の信用組合に成長したが，いわゆるバブル
経済
の崩壊により，不良債権が増大し，必ずしも業績は芳しくなかったものの，
平成５年７月，同じく韓国系の信用組合である神戸商銀，滋賀商銀，奈良商
銀及び和歌山商銀の４信組を合併して関西興銀と名称が変更され，さらに，
平成７年３月には岐阜商銀を合併した。
　関西興銀は，監督官庁である近畿財務局による平成６年度の検査では，融
資姿勢の厳正化と審査管理の徹底を主要留意事項の１つとして指摘され，ま
た，平成８年度の検査では，資産内容が大幅に悪化している旨の指摘を受け
たが，多額の休眠預金が発見され，これを主たる原資としてⅣ分類債権を償
却した。そして，平成１１年度検査についてなされた平成１２年９月の検査
結果通知では，関西興銀の自己査定結果に検査結果を踏まえた追加償却，引
当額を前提とすると債務超過であると認定され，その後，関西興銀側との折
衝があったが，結局，同年１２月，破綻認定を受け，金融再生委員会委員長
により金融整理管財人が選任され，被告人３名はいずれもその職を辞任し
た。
　(2)　ｄについて
　昭和５０年ころ，在日韓国人は，国籍差別により，ゴルフクラブの会員に
なることは困難で，十分にゴルフを楽しめない状況であったが，被告人Ａ自
身がゴルフを愛好していたことや，在日韓国人間で気兼ねなくゴルフができ
るところが欲しいという話が持ち上がったことなどから，被告人Ａは，昭和
５３年ころ，他の会社が土地を取得して開発許可まで得たものの資金が足り
ずに計画が頓挫している状態であったものを法人ごと買い取ってゴルフ場を
開設することを計画し，在日韓国人の会社経営者らが出資して，昭和５５年
９月にｃという名称で１８ホールでオープンした。
　しかし，同クラブの人気が高く混雑していたこともあり，昭和６０年ころ
から平成６年にかけて，９ホールの増設工事をしたが，その業務を委託した



会社が経営破綻したことや，バブル経済による土地高騰の影響で用地買収に
計画よりも多額の費用が必要となったことなどから，当初は約８５億の見積
もりであったのに，総額２００億円以上もの費用を投入することになった。
そのころから，ｄの長期借入金が激増して財務内容は悪化し，平成５年秋こ
ろから，９ホール増設記念会員権販売を開始し，その預託金によって借入金
を返済して，名目上，長期借入金は減少したものの，多額の預託金が無利子
負債として存在する状況となった。ｃの会員権販売は，ｄ自体が売り捌く能
力はなく，関西興銀の常勤役員会や部店長会議の席上で，役員や部店長が指
示を受けて，販売に取り組んでいた。その後，木津信用組合が破綻したあお
りなどから関西興銀からの預金流出が増え，関西興銀の資金が足りなくなり
そうになったため，平成８年２月には，新韓銀行がｄに７０億を融資し，ｄ
が関西興銀へ約６７億円を返済する形でしのいだが，その際，新韓銀行はコ
マカントリーの不動産に極度額８４億円の根抵当権を設定しており，ｄには
実質的な担保余力はなくなり，また，赤字体質を脱却できる見通しもなかっ
た。
　その後，平成９年になって，上記９ホール増設記念会員権の預託金返還の
据置期間が順次経過し，当時の経済情勢から，多数の償還請求がなされるこ
ととなり，ｄは，その返済原資の捻出に苦しみ，関西興銀から融資を受けて
預託金返還資金を用意することとし，被告人３名は，ｄからの融資申込みに
対し，関西興銀の経営者として，ｄが実質的に破綻し，回復不可能な状態に
あることを知りながらも，これらの融資に応じ，本件背任の犯行に及んだ。
２　量刑上特に考慮した事情
　　以上に述べたところを踏まえて，被告人３名の刑事責任について検討す
る。
　(1)　被告人３名は，ｄの極めて苦しい経営状況を知りながら，十分な担
保もなく，回収の見込みがない融資を繰り返していたもので，関西興銀自体
も資産内容が悪化している状況下で，更に不良債権を増大させ，最終的に関
西興銀は破綻に至っているのであって，バブル経済の崩壊など経済情勢の変
動もあるとはいえ，在日韓国人のための金融機関として在日韓国人社会にお
いて重要な役割を果たしてきた関西興銀の破綻により，在日韓国人ら関西興
銀利用者や関西興銀職員らに与えた影響は大きく，その責任は重い。
　特に被告人Ａについては，ｃの開設当初から長期にわたってその経営に関
与してきたという意味での責任もあること，ｃに対する個人的な愛着にこだ
わっていた側面があること，預託金返還の圧力が予想外に強かったにせよ，
ｄの真剣な再建策を考えることもなく，安易に関西興銀からの融資でしのぐ
ことにしたことなど，金融機関の経営者としての任務違背の程度としては重
大であったといわざるを得ない。加えて，被告人Ａは，関西興銀の実質的な
最高実力者であり，また，被告人Ａのｃへの愛着については周囲の者も知っ
ていたところであるが，被告人Ａ自身が，そのことを自覚し，ｄへの融資に
ついて周囲の者が反対しないにしても，自ら厳しい態度をもってのぞむべき
であったというべきである。
　また，被告人Ｂ及び同Ｃについても，関西興銀の最高幹部として，最も優
先すべき関西興銀の利益をおろそかにし，本件背任に係る融資を決裁，実行
するに当たり，各自の責任を果たすことなく，被告人Ａの意向に沿って行動
していたと評価せざるを得ない。さらに，本件背任による不正融資の総額は
合計５１億３２４０万円もの莫大な額であり，実質的な被害額も２４億円を
超える巨額なものである。
　次に，本件贈賄については，被告人Ｂが，平成１１年度検査を乗り切るた
めに，情報を収集しようとして，部下に指示して近畿財務局の職員に接待を
させ，現金までも贈っていたものであるが，検査を乗り切るためには手段を
選ばないという姿勢は強く非難されるべきである。
　そうすると，本件背任については被告人Ａの責任は最も重く，また，被告
人Ａに次ぐ関西興銀の最高幹部であって，本件贈賄の責任をも負う被告人Ｂ
の責任もこれと径庭がない。そして，被告人Ｃの責任も，これに次いで重
い。
　しかし，他方で，ｃが，在日韓国人社会における重要な社交の場として利
用されてきたというｃの存在意義，役割に照らせば，被告人Ａらにｃへの個
人的な思いがあったにせよ，個人的な愛着を超えた在日韓国人社会での共通



認識としての存在意義も認められるというべきであり，被告人３名が，ｄの
整理に躊躇し，これを救済したいがために融資をしたことには，動機におい
て酌むべき事情が全くないとまではいえない。
　また，当事者の主張にかんがみ，本件背任と関西興銀の破綻との関係を見
ると，背任による実質的な関西興銀への被害額と，債務超過額との関係から
見れば，本件背任行為が破綻の重大原因と位置づけることはできず，関西興
銀破綻という最終的な結果を本件犯行の情状として重大視することは相当で
ない。また，関西興銀が破綻に至ったということを情状として考慮するとし
ても，関西興銀が，バブル経済崩壊後，他の韓国系信用組合を吸収合併した
ことについては，当時の金融行政が，いわゆる護送船団方式であり，破綻し
た金融機関の処理についての具体的なシステムもなかったことから，金融当
局からの要請を受けた関西興銀としては，財務内容が悪化している周辺の信
組について，事実上，合併に応じざるを得ない状況であったことは明らか
で，ことに，岐阜商銀との合併については，その貸出先等に大いに問題があ
ったことや，関西興銀の営業地域にかろうじて接している地区であって，関
西興銀が積極的にこれを合併するメリットは乏しいのであって，関西興銀と
しては，当時の金融行政システムのもとで，必ずしもメリットのない合併を
せざるを得なかった状況にあったと認められるところ，これらの事情が関西
興銀の資産状況悪化に影響を及ぼしていることが推認され，破綻に至った経
緯が，もっぱら被告人３名の経営判断の誤りというものではない。
　さらに，平成１０年から金融機関の検査体制が大きく変更され，いわば金
融行政の転換期において，組織的には未熟な信用組合が，その転換について
いくことが困難であったことも容易に推察できる。すなわち，現に，当初の
金融検査マニュアルでは，中小金融機関に対しても共通のマニュアルで対応
しつつ，柔軟に対応すべきものとされていたものが，近時になって，中小金
融機関向けのマニュアルが別途作成されていることなどからすると，関西興
銀に対する最終的な検査が行われた当時においては，行政機関においてす
ら，十分な準備が整うには至っていなかったといえるのであり，金融行政の
転換の急速さがうかがわれる。
　ただ，被告人Ｂ及び同Ｃは，金融当局による関西興銀の破綻認定は誤りで
ある旨るる主張し，証人Ｉも債権分類と毀損割合の判断が論理的に一貫しな
い取扱いである旨指摘しているけれども，近畿財務局金融監督第２課信用組
合監督室長の検察官調書（甲１７）の内容，関西興銀において金融検査に対
して意図的に債務者の分類の格上げを行っていたことなどに照らすと，関西
興銀の破綻認定が違法ないし不当なものであったとまで認められるものでは
ない。
　そうすると，関西興銀の破綻という結果について，本件背任が影響を及ぼ
していることは否定できないにしても，破綻に至った経緯には酌むべき事情
もあるといえるし，本件背任がその重大な原因ということもできないのであ
り，被告人らの責任を論じるに当たっては，主として本件背任による被害の
責任に焦点を当てて考えるべきであるが，関係証拠によれば，本件背任の被
害については，被告人Ａの関西興銀に対する預金約８億円が被害弁償として
相殺充当されたほか，被告人３名をはじめ本件背任に関係する関西興銀関係
者を被告とする民事訴訟において，被害者たる関西興銀の代表者である金融
整理管財人及び関西興銀の引受人である整理回収機構との間で，さらに総額
１２億円を支払うことで全面的な和解が成立しており，そのうち，被告人Ａ
が，少なくとも，被告人３名の保釈保証金として弁護人を通じて納付してい
る５億１００万円の返還請求権及び被告人Ａがこれまで居住してきた自宅等
の土地建物を代物弁済に提供していることなど，被害回復の相当部分を負担
していること，その余の被告人Ｂ及び同Ｃも，個人での負担としては相当高
額の被害弁償を負担していることなどが認められる。このように，被告人３
名において，本件背任によって特段の蓄財をしていたわけではないにもかか
わらず，私財を提供して被害弁償に相当の努力をしていることが認められ
る。なお，上記民事訴訟においては，ｄへの融資以外の事案についても問題
とされていたものであるが，こうした事案が背任的融資であるか否かは，刑
事裁判所としては軽々に論及できる立場にはなく，被害者たる関西興銀及び
その引受人らが本件背任を含めて和解に応じていることが重要な事実である
と認められるのであり，被告人３名による犯罪被害の回復の努力について



は，量刑上相応の評価をしなければならない。
　(2)　まとめ
　　　以上を要するに，本件背任については，背任に係る実質的なレベルで
の被害金額も巨額であり，関西興銀の不良債権を増大させ，破綻にも影響を
及ぼしていないとはいえないものであって，被告人３名の責任は相当に重い
けれども，本件背任に至った経緯において，関西興銀とｃの在日韓国人社会
での存在意義等に照らすと，酌むべき事情があるといえること，関西興銀の
破綻との関係では，本件背任の影響は大きくないこと，また，金融行政が大
きな転換期を迎えていたことによって関西興銀も破綻に至ったという側面が
あること，上記のとおり，被告人Ａについては，他の被告人２名に比して，
本件背任につき最も責任が重いといわざるを得ないが，その損害について，
被告人Ａらが中心となって，私財を提供してその被害弁償を行い，被害者た
る関西興銀及びその引受人との間で和解が成立していること，被告人３名が
それぞれ刑事責任を含め自己の責任を認めて反省の態度を示していること，
いずれも私的利益を得る目的があったとは認められないこと，被告人Ａにつ
いては，高齢で重篤な病に冒されていること，在日韓国人社会の取りまとめ
役としてのこれまでの活動や各種国際的行事における文化的功績など少なか
らぬ有利に酌むべき事情に照らせば，なお，被告人Ａに対し実刑をもって臨
むことには躊躇を感じさせるものがある。また，被告人Ｂの本件贈賄につい
ても，収賄者の側において安易に接待に応じていることなどは量刑に際して
考慮すべきものであること，被告人Ｂが，部下にその責任を押しつけること
もなく，自らの指示による犯行であることを素直に認めて反省の態度を示し
ていること，また，被告人Ｃについては，被告人Ａ及び同Ｂと比較するとそ
の果たした役割において従たる面があることなどの個別的に酌むべき事情も
ある。
３　そこで，以上の諸事情を総合考慮し，被告人３名に対し，それぞれ主文
掲記の刑を量定した上，いずれも，執行猶予を付し，社会内での更生の機会
を与えることとする。
　よって，主文のとおり判決する。
（求刑　被告人Ａにつき懲役４年６月，被告人Ｂにつき懲役３年６月，被告
人Ｃにつき懲役３年）
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